
上益城地域におけるエネルギー回収施設等設置事業環境影響評価準備書に関する説明会 

質疑応答の概要 

 

第 1回：令和 7年 12月 15日（月）19:00～ 七滝中央小学校 

No. 質問内容 回答内容 

1 

長々と説明していただいたが、このやり方は
まずいのではないか。不満が出ると思う。 
事業者側から「評価します」「整合性があり
ます」と一方的に言われても、誰一人理解で
きないと思うし、評価や整合性はこちらが判
断することではないのか。 

本日の準備書に関する説明会は、説明を長々としているが、
事業者側が調査、予測、評価した結果を皆様にご説明すると
いう趣旨で開催している。 
その中で、「この部分はもう少し調査して欲しい」といった
ご意見がある場合には、意見書をご提出いただければ、場合
によってはその内容を取り入れて、評価書を作成する。 

2 

11月 27日に準備書が公表されたが、準備書
は 1600 ページある。しかも、準備書の貸し
出しはできない。御船町役場か益城町役場か
県庁かシムファイブスの事務所に行かなけ
れば閲覧できない。ホームページからデータ
をダウンロードできるが、11月 27日から 12
月 26 日までの年末の忙しい時期に 1600 ペ
ージを読めると思うか。みんな忙しい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
準備書に記載されている鼎春園の利用状況
について、「年間を通じて利用していること
はない」と嘘が書いてある。近くにフリース
クールがあり、今日も子供達は目の前を通っ
て鼎春園で遊んでいた。年 2回のマルシェを
開催している。宮部鼎蔵さんの追悼記もやっ
ている。3月には山都町の歴史ウォークで出
発地点になっている。だから、ここに書かれ
ていることは嘘だということ。本当のことが
書いてあるのかどうかもわからないものを
公表して、私達はどうやってこれを読み込む
のか。 

縦覧期間 1ヶ月とその後 2週間の意見書の提出期間の中で、
この 1,600 ページを隅から隅まで読めというのは、困難と
思う。そのために要約書を作成している。 
また、縦覧期間については、県の条例で定められている期間
であり、個別の事業で例えば 3 ヶ月縦覧するとか、そこま
で事業者が対応する必要はないと考えている。 
〔説明会後の対応〕 
令和 7 年 12 月 18 日付けで、山都町環境水道課、甲佐町環
境衛生課、嘉島町都市計画課でも準備書の閲覧ができるよ
うに、また、令和 8 年 1 月 9 日まで閲覧いただけるように
すると共に、その旨事業者及び上益城郡 5 町のホームペー
ジで公表した。 
その後、令和 7 年 12 月 26 日付けで、準備書を閲覧できる
期間及び意見書提出期限を令和 8年 1月 19日まで延長する
ことを事業者及び上益城郡5町のホームページで公表した。 
 
鼎春園の利用状況については、調査期間が限られている中
で、我々が調査を行ったタイミングでは利用がなかったた
めに、そのような表記となっている。 
この施設は、歴史ある宮部鼎蔵さんらを記念して作られた
公園であり、その事実や利用客が当然いることを重々理解
した上で、人と自然との触れ合いの活動の場として捉えて、
それに対する影響があるかどうかを予測評価している。 

3 

県の条例で縦覧期間が 1 ヶ月と定められて
いるのは分かるが、その日程を 11月 27日か
ら 12 月 26 日までの 1 ヶ月にしなさいとい
うことではないと思う。それはあくまで事業
者の都合で意見書を 1 月 9 日までに出して
下さいということにしたのではないか。 
事業者が 1 ヶ月以上かけて作成したものを
この短い期間で読めというのは平等ではな
い。 

準備書の提出から公告・縦覧の日程については、事業者側で
決めたことである。 
年末年始に意見書の提出期間を挟むことになるが、縦覧は
年内にできるように日程を詰めた上で決定した。本来は方
法書の段階で今年の夏頃に準備書を公表するということで
あったが、各種諸々調整があり、年末にずれ込んだが、それ
でも極力早めに皆様にお伝えしたいと考え、この時期とな
った。 
〔説明会後の対応〕 
令和 7 年 12 月 18 日付けで、山都町環境水道課、甲佐町環
境衛生課、嘉島町都市計画課でも準備書の閲覧ができるよ
うに、また、令和 8 年 1 月 9 日まで閲覧いただけるように
すると共に、その旨事業者及び上益城郡 5 町のホームペー
ジで公表した。 
その後、令和 7 年 12 月 26 日付けで、準備書を閲覧できる
期間及び意見書提出期限を令和 8年 1月 19日まで延長する
ことを事業者及び上益城郡5町のホームページで公表した。 



No. 質問内容 回答内容 

4 

早くお知らせしたいと言って作った 1600 ペ
ージの準備書って、どんな内容なのか。 

方法書に対する意見で、一人一人の意見を概要としてまと
めるのではなく、一言一句記載して回答するようにご意見
を頂いた。意見に対する事業者見解を一つ一つ丁寧に回答
した結果、その部分だけで 300ページ程になる。 
また、予測項目についても、県の技術指針には入っていない
安全（交通・防災）を追加で実施し、一つ一つ丁寧に予測評
価して、皆様に納得いただけるような形で客観的なデータ
を積み重ねた結果が 1600ページとなった。 
ただ、おっしゃられるように、1600ページを 1 ヶ月で読め
と言うのはもちろん大変ですので、要約書を作成している。
また、極力要点だけを掻い摘んでご説明させていただくと
いうことで、本日お配りしたパンフレットも作成している。
事業者によっては準備書のデータをダウンロードできな
い、印刷もできない対応をしている事業者もいるが、今回は
極力オープンにしたいということで、ダウンロード可・印刷
可でホームページに公表しているので、そういった思いで
やっているということはご理解いただきたい。 

5 

この場所には最終処分場は作らないと言っ
ていたが、最終処分場はどこを予定している
のか。当然、その予定があった上でこの事業
が進められていると思うので、明確にお答え
いただきたい。 
 
一般廃棄物は上益城郡内、産業廃棄物につい
ては主に熊本県内を予定とある。これは県内
のみと考えていいのか、それとも、「主に」
なのでどこまでのエリアを考えておられる
のか。 
 
 
 
 
 
 
クローズドシステムにより排水は100％出な
いとあったが、100％出ないという確約はで
きるのか。 
 
 
 
枯葉剤に含まれるダイオキシン類が原因で、
ベトナムでは何世代にもわたって色んな危
険事態が出てきているという報道があった。
今回はあくまで予測調査において、今の段階
では問題ないという話だが、将来にわたって
本当に問題がないという担保ができるのか。 
出た時にはどうするのかお尋ねしたい。 

最終処分先については、現時点でどこに搬出するかは決ま
っていないが、熊本県内に最終処分場許可を既に保有して
いる廃棄物処理事業者（最終処分業者一覧を熊本県、熊本市
のホームページに掲載）がおられるので、そのどこかに最終
処分しなければならないものを委託処理することになる。 
 
産業廃棄物の収集エリアは、メインとして熊本県内、準メイ
ンとして九州管内と考えている。九州以外からは全く入っ
てこないのかというとそうではなく、全体でいうと数パー
セントになると考える。 
廃棄物を処分するためには、廃棄物を処分するための料金
と、廃棄物を運ぶための料金が発生するが、あまり遠方から
廃棄物を持ってきた場合は、排出事業者として高いお金を
支払って処分しないといけないため、九州以外からはほぼ
ゼロに近いような形になるのではないかと思う。ただ、現時
点で全くないとは言い切れない。 
 
大栄環境グループにおいて同じような焼却施設を 9 ヶ所程
関西を中心に保有しているが、今回計画しているクローズ
ドシステムを採用した焼却施設になるため、我々として初
めての試みではなく、実績のあるシステムになるため、汚水
が漏れないことを確約させて頂く。 
 
ごみ焼却というと大気汚染のイメージがあるとは思うが、
2023 年度における日本におけるダイオキシン類の一人 1 日
当たりの摂取量は、大気については 0.88％、土壌について
は 0.85％と、排ガスの影響はほとんどないような状態にな
っている。ダイオキシン類が騒がれていた頃に比べると、ご
み処理施設の性能がもの凄く良くなり、当時（1997 年）に
比べて、ダイオキシン類に係る大気汚染の発生量は 1.3％位
であり、他の有害物質についても、排ガス処理がきちんとさ
れているので、大気汚染に対しては、それほど心配すること
ではないと考える。 

6 

ダイオキシン類の予測結果は、基準の範囲内
ではあるが、私が心配しているのは、将来に
わたって、ベトナムのような事が起こらない
かどうかである。 

今回、土壌汚染のところでダイオキシン類が排気筒から 30
年間出た場合の影響がどうなるのかを予測評価している。
土壌汚染の予測結果となるが、ダイオキシン類については
30年後に 3.9334pg-TEQ/gであり、評価基準 1,000 pg-TEQ/g
に対して 0.4％位という結果であった。ですので、心配され
るような影響はないと考えていただいて問題ない。 



No. 質問内容 回答内容 

7 

最終処分場を決めずに事業を進めることは
おかしいと私は思う。 
五ヶ瀬川の上流の一番九州のど真ん中であ
る山都町の東竹原に最終処分場建設の話が
出ていることもあり、やっぱり不安になる。
どこに持っていくのかをはっきり示すべき
である。 

五ヶ瀬川の上流に計画されている最終処分場に持っていか
ないし、将来その処分場ができたとしても持っていかない
ことを約束する。 
先程の廃棄物を遠くから運んでくる理由と一緒で、我々が
埋立物を出す時も運搬費がかかるので、最終処分先として
一番近いところを第一優先に考えるが、最終的には値段が
合うかどうかである。 
これから運賃も含めた値段の交渉をしていかないといけな
いし、受け入れる産業廃棄物の値段や上益城郡 5 町からの
一般廃棄物の値段も決めていかないといけない。それらの
値段がまだ決まっていない状況で、いろんな話がまだでき
ないが、一番近いところを候補地として考えている。 
補足であるが、万が一、災害等により熊本県内の最終処分場
が受け入れできないときは、出資企業である大栄環境株式
会社の最終処分場を緊急対策として活用する。 

8 

今日の説明で、煙突の高さを 35mから 49mに
変更した理由はなにか。 

配慮書の段階において大気と景観で予測した結果、35mでも
49mでもどちらも重大な影響はないが、煙突を高くした方が
大気への影響がより低減できるのであれば煙突を高くして
欲しい。というご意見をいただいたので、皆様からの関心の
多い大気質についての影響を低減するために、今回 49m に
変更した。 

9 

敷地面積は 13.4ha とのことであるが、以前
は 12.7haではなかったか。 
これは将来、まだ変わる可能性があるのか。 

配慮書・方法書の段階においては、上益城広域連合が所有す
る土地の面積として 12.7haを記載している。 
今回、土地の造成設計にあたり、マミコゥロード沿いの一部
（道路の法面等）を造成しないと、この全体の造成計画が立
てられないため、御船町が所有するマミコゥロード沿いの
土地を一部お借りする形で区域に含めたので、13.4ha にな
っている。 

10 法面に墓地があるが、墓地はどうなるのか。 墓地はそのまま残る形となる。 

11 

以前聞いた話では、地下水を使うので水道水
は使わないということだった。なぜ、今回は
水道水も使うことになっているのか。 
この山間地は、ちょっと雨が降らないだけで
防災無線にて節水の注意喚起がある。 

事務所で使う生活用水については水道水を使用するため、
今回水道水を追加した。 
プラント用水は、基本的には地下水を使用し、雨水の再利
用を行う計画に変わりはない。 

12 
毎日どのくらいの水道水を使うのか。 事務所の手洗い、飲み水等の生活用水として使用するので、

量的には僅かである。例えば、一般のご家庭で使われる量
の数軒分くらいになると考えている。 

13 

そのことは御船町も知っているのか。 事業計画地の近辺には実際に水道管が敷設されているとい
うことで、水道水が利用可能なのかどうか事前に御船町に
確認している。使用量の限界値が明確になっているわけで
はないが、例えば 10 ㎥/日以下程度であれば影響がないの
ではないか。ということで伺っている。 

14 

仮に施設ができた場合、稼働年数はどのくら
いを見込んでいるか。そして、その後、建て
直すなど現段階での計画はあるか。 

出資企業である大栄環境株式会社が保有する焼却施設の中
で、一番古い施設は平成 5 年に供用開始した施設になる。
32 年くらい前の施設だが、今でも現役で動いているので、
今後もメンテナンスを繰り返すことで 35 年とか 40 年とか
使用することは可能であると考えている。 
今回の施設が仮に完成し、40 年経った時にその後建て替え
るのかどうかは現段階では申し上げられない。今、我々が
こうしたいですという提案は何もない。 
また、40 年稼働させて 40 年後に次の計画をどうするのか
を検討しているようでは遅いので、40 年稼働させる場合は
その何年か前に上益城郡 5 町と改めて相談・検討がされる
ものと考える。 



No. 質問内容 回答内容 

15 

廃棄物搬出入車両の交通量の予測において、
台数の設定条件はどういうふうにしている
のか。 

今回計画する 4 つの施設それぞれの平均取扱量を定めて、
産業廃棄物に対しては一台当たりの積載重量等を考慮した
上で、搬出入台数を設定している。 
一般廃棄物は、一般家庭から出る廃棄物になるが、平常時
であれば 209 台、繁忙期であれば 463 台と、これは 5 町の
クリーンセンターでの直近 1 年間の平均搬入台数や繁忙期
（年末年始）の搬入台数を実績として設定している。 

16 
この台数は今後増える可能性があるのか。 一般廃棄物の搬入台数を減らしていくための方策を、今後

上益城郡 5町と協議していく考えである。 

17 

騒音・振動の予測結果については、搬入台数
が恐らく大半を占めていると思う。例えば、
騒音基準 65dB以下に対して 64dBとギリギリ
である。逆に、64dBに抑えるために何台以下
にするとかを提案していただきたい。 
配車コントロールシステムを導入するとの
ことなので、そういう台数計算から逆引きし
た台数をご報告していただきたいと思う。 

搬入台数を減らす方策として、5町のクリーンセンターから
パッカー車で運ぶのではなく、大型車に積み替えれば、そ
の分搬入台数を減らすことができるので、基本的には掲示
している台数は最大値であり、今後これを如何に減らして
くのかを上益城郡 5町と協議していくことになる。 

18 

この準備書は希望的観測というか、楽観論と
いうか、そういうふうに思った。計画、実行、
監視、監視に対するアクションが必要である
が、監視とアクションの具体性が全くない。
例えば、搬入台数を超えた時、誰がどうチェ
ックして、誰に報告して、誰がどう訂正する
のかを準備書で具体的に書いて欲しい。 

今回の予測評価に当たっては、基本的には最大影響を見込
んで予測条件を設定しているので、実際に事業を実施する
ときには、極力これよりも影響を低減するような形で実施
することになる。ですので、最大影響を見込んだ予測結果
であることから、楽観的に作成したということではない。 

19 

楽観論であると思う根拠のひとつとして、建
設時の粉じんの影響で、70％に抑えると書い
てある。本当にできるのかというのはすごく
疑問である。 
また、それをどういうふうにモニタリングし
て、誰がチェックして、それができなかった
ときに誰がそれを訂正するのかも見えない。 

粉じんについては、事後調査で監視したり、供用時には事
後調査とは別に上益城郡 5 町と今後協議して決めるモニタ
リング計画の中で監視していくことになる。監視の中で、
仮に当初想定していたよりも基準を超えてしまった場合は
直ちに対策を講じることになる。 
環境影響評価書では、そういった不確定要素があるものに
ついては、事後調査にて監視し、仮に基準を超えた場合に
は直ちに追加の環境保全措置を講じるのが環境アセスメン
トの手法となるので、事後調査計画も作成する。 

20 
示された予測値は、低減措置を実施しての値
なのか、それとも実施せずにの値なのか。 

予測項目によっては低減措置を実施した上での評価という
のもあるが、事前に低減措置を実施して予測したかという
とそうではない。 

21 

3つの搬出入ルートがあるが、現状でも多少
傷んでいるのに、この台数が走行するとさら
に傷む。そうなれば補修工事が必要になり、
1つのルートが工事中には、他の 2つのルー
トに負担がかかるので、かなり渋滞すると思
う。その分、ドライバーに時間の猶予を待た
せることも難しくなると思う。どうお考えな
のかお尋ねしたい。 

〔回答前に次の質問に入ったため、追加で回答〕 
対象事業実施区域最寄りの交差点及び搬出入口における車
線別混雑度の予測結果は、最大でも 0.137 と道路の処理能
力の 2 割以下であり、対象事業実施区域の北側もしくは南
側の交通規制により、搬出入車両の台数が仮に 2 倍になっ
たとしても渋滞が発生することはないものと考えます。 

22 

クローズドシステムとは、どういうシステム
なのか。事業敷地内で雨が降った際に、敷地
内の雨水を誘導して調整池の方に一切漏れ
ないで導くことが本当にできるのか。 
特に最近、集中豪雨が降る。そういった時に
も外に漏れないと言われても、ちょっと信用
できない。 
また、上益城広域連合からは、調整池に排水
管を設置すると説明を受けたが、それだとク
ローズドシステムにならないのではないか。 

まず前提条件として、廃棄物は、原則建屋内で保管、荷下ろ
しや積み込みを行うので、雨に触れることはない。敷地内
に降った雨水のみを防災調整池に放流して、そこで流量を
調整して下流域に放流する。 
何がクローズドなのかというと、例えば施設内で水を使用
して、その水が汚水となる場合は、そのまま下流域に放流
できないので、下水道が整備されているところであれば下
水道に放流することができるが、計画地は下水道の未整備
地域であるため、その汚水を焼却施設で噴霧処理すること
で、汚水を外に出さないクローズドとなる。 



No. 質問内容 回答内容 

23 
工場内や施設内で溜まった汚水は、外部には
漏れないのか。 

漏れない。 

24 

この辺の地域は農業地域である。 
農業従事者が引退してきているとはいえ、後
を継いで農業をしている若手の農家や新規
就農者もいる。御社では長年取り組まれて、
技術と経験で自信をお持ちだろうとは思う
が、どうしても事故や災害は発生する。 
万が一、漏洩した場合に、農作物や周辺地域
に影響があった時の賠償責任はどう考えて
いるか。 

本事業ではシムファイブスが責任を持って施設を建設し、
施設の運営管理を行っていくことになるので、我々の事業
に起因して影響を与えた場合は、当然我々の方できちんと
補償をさせていただく。 

25 

事業者の説明に約 1時間を費やされたので、
お約束の終了時間になってしまった。 
準備書について知りたいと思って説明会に
参加しているのに、なぜ冒頭に企業紹介する
ビデオを流すのか。 
12月 25日には益城町で説明会がある。知事
意見には、全体事項の第一番目に地域住民に
周知徹底することが書かれている。県知事が
全体事項の第一番目に持ってきたのは、地域
住民にこの問題についてしっかり説明する
ことである。そして、あなたたちもおっしゃ
ったように上益城郡 5 町の問題だと言いな
がらも、御船町と益城町にしか説明をしよう
としない。 
方法書のときも益城町の説明会に参加した。
益城町の人達にこういうことがありますよ
と周知徹底したかった。本当に純粋な益城町
民というのは一人しかいなかった。 
明日の説明会では企業紹介するビデオを流
すのはやめて欲しい。そして、説明は 30 分
以内にするべきである。この会場にいる人達
ももっと質問があると思う。説明責任を果た
していない。 

配慮書・方法書に対する意見の中で「どういった運営をし
ているのか、実際の類似施設の事例等を知りたい」という
意見が多数あった。類似事例というのも数多くあるので、
出資企業である大栄環境株式会社が実際に運営している施
設で、どういう運営をしているのかを紹介しているので、
企業紹介するビデオを流させていただいた。 
先程、次の説明会では、企業紹介するビデオは不要である
とか、説明時間を 30分以内に短縮するようご指摘があった
が、知事意見にもあるようにしっかりと説明するためには、
それなりの時間が必要ということをご理解いただきたい。 
そして、明日の説明会では、本日来られていない方も大勢
来られると思う。全員が全員説明はいらないということで
はないと思いますので、他の会場でも、本日と同じ説明を
させていただくことで、ご理解いただきたい。 
 

26 

準備書は良くできているが、知事意見を見越
して多少減らしている部分があるかと思う。
災害時や故障時、補修時の対応や、計算でき
ない数値、それと経年累積による影響に対す
る準備とか、恐らくそんな専門的な意見が次
に出てくると思う。 
事業者として、説明をきちんと実施している
ことも良く理解しているし、説明会とはこう
いうものだということも良くわかる。 
明日の説明会も、益城町の説明会も参加しま
すので、そこで地域の意見が間違った方向に
いきそうであったり、影響の低い遠い地域の
人達で趣旨が何か間違った方向にいきそう
であれば、また意見をさせてもらう。 

ご意見ということで承る。 



No. 質問内容 回答内容 

27 

1600 ページの準備書を 1 ヶ月の間に読む。
これは県条例で決められている期間だから
仕方がないと言われたが、それはよくない。
全部を否定するわけではないが、県が期間を
定めているからそれでいいだろうという考
えはやめて欲しい。皆さん働いているし、特
に中山間というのはこういう事業にあまり
明るくない方もいっぱい住んでいる。なの
で、もっと長い期間閲覧できるようにしてい
ただきたい。 
もしこの施設が稼働した場合、シムファイブ
スで事業運営すると思うが、そこで勤められ
る方は日本人か。外国人を受け入れてやられ
る予定はないか。 

産業廃棄物処理業ではまだ許可が出ていないので、現段階
では外国人を雇い入れることはルール上できない。基本的
には地元雇用であったり、石坂グループには私の同級生や
後輩もいっぱい働いているので、将来はシムファイブスの
リーダーになる人材として今から育てていくことも私個人
の思いとしてはある。 
〔説明会後の対応〕 
令和 7 年 12 月 18 日付けで、山都町環境水道課、甲佐町環
境衛生課、嘉島町都市計画課でも準備書の閲覧ができるよ
うに、また、令和 8 年 1 月 9 日まで閲覧いただけるように
すると共に、その旨事業者及び上益城郡 5 町のホームペー
ジで公表した。 
その後、令和 7 年 12 月 26 日付けで、準備書を閲覧できる
期間及び意見書提出期限を令和 8年 1月 19日まで延長する
ことを事業者及び上益城郡5町のホームページで公表した。 

28 

環境アセスメントに不足している項目を追
加して欲しい。 
環境には人間も含まれているので、動物相で
評価されたところに住んでいる住民の血中
濃度を希望される方を対象に測定していた
だき、今どういう状況で、何年か経ってどう
なるのかをアセスメントで実施し、問題ない
という評価を出していただきたいが、ご意見
を聞かせて欲しい。 

環境影響評価については、あくまでも周辺の大気質・騒音・
振動など、人に対して環境影響が本当に大丈夫なのかとい
うのを、基準を元に客観的に調査して、予測評価していく
ものであるので、今回の準備書では、そういった人に対し
ての影響はないであろうという結論で取りまとめている。 
体が心配だというお気持ちもわからなくもないが、あくま
でも県の技術指針に基づいて、定性的・定量的にしっかり
予測評価できるものについて予測評価するのが環境影響評
価制度である。 
この準備書は県の環境影響評価審査会で審査される。あく
までもその外的な大気質とか水質とか、人の健康とか生活
に影響を及ぼすようなものについて調査・予測評価して、
その影響がどうなのかというのは、これから審査会で客観
的な評価がなされていくという手続きになっている。 
そういったご意見も住民の思いとしてあるのだということ
を意見書で出していただければ、その意見は審査会でも確
認される。ただ、出していただいた意見の全てが採用され
るかどうかと言ったら、そうでもない場合もある。 

29 
岡山の PFAS での事例があったので、それも
参考にしていただきたい。 

ご意見ということで承る。 

 

 


